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職員宿舎給水施設等維持管理業務（令和８・９・10 年度）共通仕様書 

 

１ 業務名称 職員宿舎給水施設等維持管理業務（令和８・９・10年度） 

２ 履行期間 令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日 

 

３ 業務の対象 

本業務の対象は、本業務の発注者が管理する別紙１「対象宿舎一覧表」（以下「職員宿舎」という。）

に掲げる職員宿舎に存する給水施設 (以下「施設等」という。)の維持管理業務、貯水槽の清掃業務、

施設等の緊急事故処理対応業務及び施設等の小修理工事とする。 

 

４ 適用範囲 

本仕様書は、３「業務の対象」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必

要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものであり、次の(1)から(3)に掲げる業

務は、本仕様書によるほか、各業務の特記仕様書等により実施するものとする。 

(1) 給水施設維持管理業務 

給水施設維持管理業務特記仕様書の定めによる。 

(2) 貯水槽清掃業務 

貯水槽清掃業務特記仕様書の定めによる。 

(3) (1)～(4)の業務に付随する業務 

次の業務を 24時間全日対応できる業務体制をとること。 

① 緊急事故対応処理業務 

施設等における停電、断水及び機器の故障等の通報に対し、緊急対応及び復旧対応作業を行う 

② 小修理工事※ 

(1)～(4)の業務により発見した不良個所、事故等の発生を防止又は発生した場合に、担当職員

の指示により行う小修理工事であり、取扱については、別紙２「小修理工事に関する実施要領」

による。 

※小修理工事とは、点検等により確認された経常的に生じる不具合や損耗について、原状復旧を目的

に、250 万円未満の小規模で、その都度行う修繕をいう。（緊急対応及び復旧対応作業が必要な業務

含む） 

 

５ 用語の定義 

仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 発注者とは、独立行政法人都市再生機構総務部長をいう。 

(2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と給水施設等維持管理業務請負契約を締結した会社そ

の他の法人をいう。 

 

(3）担当職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者に対する指示、承諾又は打合せの

職務等を行う者で、契約書第６条に規定する者をいう。 

(4) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、契約書第 14 条第３項の



規定に基づき検査を行う者をいう。 

(5) 業務担当者とは、管理技術者のもとで給水施設等維持管理業務を担当する者（主任技術者、技術

者等をいう。）であって、受注者が定めた者をいう。 

(7) 契約図書とは、契約書、説明書、説明書に関する質問回答及び仕様書をいう。 

(8) 契約書とは、職員宿舎給水施設等維持管理業務（令和８・９・10 年度）請負契約書をいう。 

(9) 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき基準を含

む。）を総称していう。 

(10) 共通仕様書とは、共通する指示事項等を定める図書をいう。 

(11) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書

をいう。 

(12) 説明書とは、当該業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で参加意思確認書の提出を招

請する公募に参加する者に対して、発注者が当該業務の応募要件を説明するための書類をいう。 

(13) 質問回答書とは、説明書に関する公募に参加する者からの質問書に対して、発注者が回答する

書面をいう。 

(14) 指示とは、担当職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。 

(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行或いは変更に関して、相手方に書面をもって行

為或いは同意を求めることをいう。 

(16) 通知とは、発注者若しくは担当職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは担当職員に

対し、書面をもって知らせることをいう。 

(17) 報告とは、受注者が担当職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。 

(18) 承諾とは、受注者が担当職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について担当職

員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 

(19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

(20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

(21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは担当職員と受注者が対等

の立場で合議することをいう。 

(22) 提出とは、受注者が発注者若しくは担当職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその

他の資料を説明し差し出すことをいう。 

(23) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有

効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとす

るが、後日有効な書面と差替えるものとする。 

(24) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、担当職員及び主任技術者と管理技術者が

面談により業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。 

(25) 検査とは、契約書第 14条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 

 

６ 業務着手 

  受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。 

この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため担当職員との打合せを行うことをいう。 

 



７ 担当職員等 

(1) 発注者は、業務における担当職員を定め、受注者に通知するものとする。 

(2) 担当職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うも

のとする。 

(3) 担当職員等がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場

合、口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。担当職員等は、

その指示等を行った後７日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 

 

８ 受注者 

(1) 受注者は、契約図書に基づいて受注者の職員に的確に給水施設等維持管理業務を行わせなけれ

ばならない。 

(2) 受注者は、給水施設等維持管理業務の実施のため管理技術者及び業務担当者を定めなければな

らない。 

(3) 業務担当者は、「各特記仕様書」に定める維持管理表等に基づき、維持管理項目、点検内容に応

じ別紙３「業務区分と資格要件」欄に掲げるいずれかの資格を有する者とする。 

(4) 受注者は、契約書第７条に基づき管理技術者を選任すること。 

(5) 受注者は、管理技術者及び業務担当者を決定し、又は変更した場合は書面をもって、その者の氏

名、年齢、職歴及び業務に関する資格を担当職員に報告しなければならない。 

 

９ 管理技術者 

(1) 管理技術者は、契約図書に示された業務の適正な履行を確保するために業務担当者を指揮監督

し、業務を総括掌理しなければならない。 

(2) 管理技術者は、別途定める様式による「点検実施計画書」を月毎に、担当職員に提出して承諾を

得なければならない。 

(3) 管理技術者は、別途定める様式による「点検処理結果報告書」を月毎に、担当職員に提出して、

業務処理結果状況の確認を受けなければならない。 

 

10 適切な技術者の配置 

担当職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。 

① 管理技術者、主任技術者等の業務担当者の経歴・職歴 

② 下請負に関する事項 

 

11 提出書類 

(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に発注者の指定するものを除き関係書類

を担当職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、

請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、担当職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場

説明の際に指定した書類を除く。 

(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、

提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 



 

12 打合せ等 

(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と担当職員は業務の方針及び条件等の疑義を

正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面（打合せ記録簿（Ａ4判））に記録し、

相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は、積極的に電子メール等を活用し、電子メール

で確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿（Ａ4判））を作成するものとする。 

(2) 管理技術者は、必要に応じて担当職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面（打ち合

わせ記録簿（Ａ4判））に記録し相互に確認しなければならない。 

(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と打合

せを行うものとする。 

 

13 業務計画書 

受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに担当職員に提出し、

承諾を得なければならない。 

① 業務概要 

② 業務の実施方針 

③ 業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④ 業務の実施体制 

⑤ 打合せ計画 

⑥ 連絡体制(緊急時含む。) 

⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項） 

 

14 業務に必要な資料の取扱い 

(1) 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受

注者の負担において適切に整備するものとする。 

(2) 担当職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

(3) 受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに担当職員に返却するものとする。 

(4) 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、乙の

責任と費用負担において修復するものとする。 

(5) 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等して

はならない。 

(6) 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 

 

15  維持管理計画書の提出 

受注者は、契約が完了したときは、施設等における修繕経歴等をとりまとめた報告書を作成し、また

維持管理計画とともに担当職員に提出するものとする。 

 

16 関係法令及び条例等の遵守 

受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 



 

17  自然災害への対応 

受注者は、台風等の自然災害において被害の発生が確認された場合は、被害状況の確認を行い担当職

員へ報告を行うとともに対応について指示を受けること。 

 

18  鍵の管理 

施設等の鍵は、担当職員より借用書を持って貸与を受けることができるものとするが、その管理につ

いて、各建物内に入る鍵は、キーボックスを用いる等の方法により管理し、転貸及び複製は不可とする。

また、受注者は責任を持って安全・確実な管理を実施すること。（キーボックスを設置せず、エリアで

共通キーを作成している場合も同様とする） 

なお、万一紛失した場合は、直ちに担当職員へ報告を行うとともに、担当職員の指示を受け受注者の

負担において速やかな現地対応を実施すること。 

 

19  業務の実施等 

(1) 業務の事前準備 

受注者は、業務の実施にあたり、発注部署の担当職員等からの情報収集に努めその内容について

確認を行うものとする。 

(2) 業務の実施時間 

受注者は、原則として発注者の就業時間内に、４適用範囲(1)～(4)の業務を実施するものとし、

月曜日～土曜日において行うものとするが、詳細は各業務特記仕様書による。 

(3) 給水施設への立入り 

受注者は、当該施設に立入る者に対して、水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条に規定する

健康診断（検便）をおおむね６ヶ月ごとに１回行い、適合の証明書を担当職員へ提出すること。 

(4) 服装等 

① 管理技術者、業務担当者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施するものと

する。 

② 管理技術者、業務担当者は、機構敷地内に立ち入る際は、腕章または名札（顔写真入り）等

身分を明らかするものを着用し、言動や行動に十分注意を払うこと。また、身分証明書も携帯

し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。 

(5) 駐車場の利用等 

駐車場は、自ら確保することを原則とし、機構敷地内の駐車場の利用及び駐車方法については、

担当職員の指示による。 

 

 

20 居住者等への周知等 

受注者は、業務を実施するために機構敷地内に立ち入る際は、次の事項を遵守する。 

① 業務実施計画書に基づき、発注部署の担当職員に対し、業務実施日程、居住者への周知内容等を

事前に連絡するものとする。なお、掲示内容等については、担当職員と協議の上、決定する。 

② 受注者は、緊急事故等による停電、断水等において居住者の生活に影響を及ぼすことが確認され



る場合対象となる住戸にチラシ等の配布、スピーカー等による広報を実施し確実な周知を行うこ

と。なお、その費用は、発注者と協議の上、別途請求できるものとする。 

 

21 業務結果の報告等  

受注者は、次のとおり業務結果の報告等を行うものとする。 

① 受注者は、下記の②から⑤を除く業務結果については、担当職員の指定する様式に整理し、原則

として、月毎に担当職員へ推定される劣化状況等の要因を併せて報告するものとする。 

② 業務結果のうち、安全性上、緊急性が高いものについては、速やかに担当職員へ報告する。 

③ 受注者は、担当職員が契約上必要として書類の提出を求める場合及び担当職員が点検結果の一部

を必要として書類の提出を求める場合は速やかに提出しなければならない。 

④ 受注者は、法定点検の業務結果については、法の定めによる時期及び様式に整理し、担当職員へ

報告するものする。また、特定行政庁への報告も行うこととする。 

⑤ 受注者は、緊急点検の業務結果については、担当職員の指示するところにより、担当職員へ報告

するものとする。 

⑥ ①～⑤までの提出資料等は、可能な限りＡ4 サイズとし、原則としてファイルに綴じて 2 部提出

するものとする。また、提出資料等のデータについては、担当職員の指定するファイル型式により

ＣＤ等へ保存し 1部提出するものとする。 

 

22 資料の貸与等 

発注者は、必要に応じ以下の資料について受注者に貸与するものとする。 

① 資料名 

イ  対象宿舎の宿舎概要図（住所、配置等） 

ロ  対象宿舎における駐車場配置図 

ハ  給水施設関連資料（給水施設一覧表、システムフロー図） 

② 貸与場所 

独立行政法人都市再生機構総務部会計課 

 

23 技術者の兼務について 

各管理技術者、主任技術者の業務担当者については、別紙３「業務区分と資格要件」における資格を

有する者にあっては、兼任することができるものとする。 

  

24 契約終了に伴う業務引継ぎ 

契約の終了にあっては、発注者の指定する新たな業務受注者への業務引継ぎを実施するものとする。

また、業務引継ぎの終了後、発注者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。 

 

25 疑義等 

受注者は、仕様書に疑義を生じた事項については、担当職員と協議するものとする。 

  

26  その他 



(1) 施設等の外観、フェンス、扉及び施錠等について異常のないことを確認する。 

(2) 施設等内部の清掃と敷地内の清掃等を行うこと。 

(3) 施設等内部の電力量検針、水道量検針、メータ取替及び工事等に伴う鍵開けを行う。 

(4) 施設等内部の消防点検等や調査、図面作成のため立会いを行う。  

(5) 緊急の機器調査については必要な資料を作成報告する。 

(6) 施設等の内部にある給水施設等、エレベータ、集会所、駐車場等の電力量計（子メーター）を検

針し、報告すること。ただし、施設等の外で発注者が指示する電力量計の検針及び報告をする場合

は、発注者と協議の上、別途請求できるものとする。 

(7) 業務の引継ぎは、担当職員の指示に従うこと。 

(8) 発注者の指示により点検業務等以外での施設等での立会いが必要な場合また、就業時間外での立

会い、作業等が発生した場合の費用は別途精算する。 

(9) 発注者が行う修繕工事において、担当職員の指示がある場合は、立会い、作業等を行うものとし、

その費用は別途精算する。 

(10) 業務を実施する上で高圧洗浄車等をやむを得ず公道等に駐車する場合は、発注者と協議の上、

受注者により作業に必要な官公庁その他機関への諸手続き（道路使用許可申請等）を行い、その場

合の費用は別途精算する。また、警備員の配置が必要となる場合は発注者と協議するものとし、そ

の費用は別途精算する。 

 

                                         以 上   
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職員宿舎給水施設一覧

[その他]

施設名称 所在地 管理開始年 給水戸数 給水種別 給水方式 ポンプ台数
排水ポンプ

台数
受水槽
全容量

受水槽
有効容量

高置高架
水槽基数

高置水槽
全容量

高置高架水槽
有効容量

自動通報装置等

高島平第一A棟 東京都板橋区高島平 9-39-1 S48 20 増圧直結 圧送 2
自動通報装置は無し

（盤表示のみ）

高島平第一B棟 東京都板橋区高島平 9-40-7 S48 20 増圧直結 圧送 2
自動通報装置は無し

（盤表示のみ）

高島平第三 東京都板橋区高島平 1-81-3 S52 48 増圧直結 圧送 2
自動通報装置は無し

（盤表示のみ）

元住吉 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 16-36 H13 112 簡易専用 圧送 3 8 45 27
自動通報装置は無し

（共用部に防災盤鳴動）

百合ヶ丘第二 神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘 1-11-1 H16 101 簡易専用 圧送 2 2 36 25
自動通報装置は無し

（共用部に警報盤鳴動）

戸田 埼玉県戸田市喜沢 1-13-13 S51 16 小規模 圧力タンク 2 13.85 10

[基本情報］ [ポンプ] [受水槽] [高置水槽]



 

小修理工事に関する実施要領 

 

職員宿舎給水施設等維持管理業務共通仕様書における対象団地の小修理工事については、

本「小修理工事に関する実施要領」により実施するものとする。 

 

（総則） 

第１条 受注者は、この実施要領に従い職員宿舎、給水施設等維持管理等業務を実施する施設

等（給水施設、汚水処理施設及び一般用電気工作物（住棟内ＬＡＮ設備、昇降機設備を除く）

の小修理工事について、発注者の注文を受けたときはこれに応ずるものとする。 

２ 受注者は、小修理工事の施工に当たっては、迅速、確実及び誠実を旨とする。また、住宅

等の賃借人、譲受人及びそれらの同居人（以下「賃借人等」という。）に、対する言動に十

分注意を払うものとする。 

 （工事の発注） 

第２条 発注者は、小修理工事の発注を行うときは、発注者の定める工事発注通知書を、受注

者に交付するものとする。 

２ 発注者が別に定める小修理工事については、前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者

の定める補修等施工依頼通知書を、受注者に交付することにより発注することができるもの

とする。この場合において、発注者は、事後速やかに、工事発注通知書を受注者に交付する

ものとする。 

３ 緊急を要する小修理工事については、第１項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に電

話その他の手続により口頭で発注することができるものとする。この場合において、発注者

は、事後速やかに、補修等施工依頼通知書及び工事発注通知書（以下「発注通知書等」とい

う。）を受注者に交付するものとする。 

 （工期、施工等） 

第３条 受注者は、発注者から発注通知書等の交付を受けたときは、発注通知書等に記載され

内容に基づき、指定された工期内に小修理工事を施工し、これを完成させるものとする。 

２ 受注者は、受注者の責に帰すことができない理由又は正当な理由により、指定された工期

内に小規模修繕を施工し、これを完成させることができないときは、工期の変更について、

あらかじめ、発注者の承諾を得るものとする。 

 （監督員） 

第４条 発注者は、必要に応じ、監督員を定めるものとし、監督員を定めたときは、当該監督

員の氏名等を受注者に通知するものとする。 

２ 監督員は、この協定に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監

督員に委任したもの、小修理工事の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議に基

づく工程の管理、立会い、施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査に関する権限

を有するものとする。 

別紙２ 



 （施工の注意） 

第５条 受注者は、小修理工事の施工に際し、住宅等及び賃借人等の財産のき損防止並びに賃

借人等及び第三者に対する危険防止に十分注意しなければならない。 

２ 受注者は、小修理工事使用材料の仕様その他小修理工事の施工に関して設計図書において

明らかでない事項については、監督員の指示を受けるものとし、この実施要領において、監

督員の立会い、指示又は検査を受けるものと指定されたものについては、当該立会い、指示

又は検査を受けて施工しなければならない。 

 （検査及び引渡し） 

第６条 受注者は、小修理工事が完成したときは、甲の定める工事完了届により、発注者にそ

の旨を通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して、14日以内に、受注者の立会いの上、小修

理工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果、発注者から修補又は改造を命ぜられたときは、遅滞なく修

補又は改造を行い、発注者の再検査を受けなければならない。 

４ 小修理工事の目的物は、第２項の検査又は前項の再検査の結果、合格と認められたときを

もって、受注者から発注者に引き渡されたものとする。 

 （請負代金の決定） 

第７条 この実施要領に基づく小修理工事の請負代金（以下「請負代金」という。）は、原則

として、見積合せにより決定する。 

 （請負代金の支払) 

第８条 受注者は、第６条第２項の検査又は同条第３項の再検査に合格したときは、当該小修

理工事に係る請負代金について、発注者の定める請負代金支払請求書（以下「請負代金支払

請求書」という。）を発注者に提出するものとする。 

２ 発注者は、受注者から請負代金支払請求書を受領した日から起算して、40日以内に、当該

請負代金を、発注者の定める方法により、受注者に支払うものとする。 

 （かし担保） 

第９条 小修理工事目的物にかしがあるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定め

てそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求するこ

とができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、

発注者は、修補を請求することができない。 

２ 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第６条第４項の規定による引渡しを

受けた日から、次の各号に定める期間にこれを行わなければならない。ただし、そのかしが

受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、

10年とする。 

 一  設備工事等の場合 ２年 

３ 発注者は、小修理工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第１項の規

定にかかわらず、遅滞なく、書面をもってその旨を受注者に通知しなければ、当該かしの修



補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っ

ていたときは、この限りでない。 

４ 小修理工事の目的物が第１項のかしにより滅失し、又はき損したときは、発注者は、第２

項に規定する期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権利を行使し

なければならない。 

５ 第１項の規定は、小修理工事の目的物のかしが、発注者若しくは監督員の指図により生じ

たものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であ

ることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。 

 （損害賠償） 

第10条 受注者は、小修理工事の施工により、発注者又は賃借人等に損害を及ぼしたときは、

賠償の責を負うものとする。ただし、この損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものと

認められる場合には、この限りでない。 

 （その他） 

第11条 この要領に定めのない事項又は、疑義を生じた事項については、発注者及び受注者が

協議して定めるものとする。 

以 上 

 
 



業務区分と資格要件（給水施設） 

 
 点検区分 業務区分 業務内容 資格要件 

管
理
技
術
者 

 
 

・施設の総合的な維持管理業務 
・維持管理計画の立案 
・維持管理に関する連絡・報告 

・巡回計画書の提出 
・維持管理に関する連絡・報告 
・設備機器類の修繕提案 
・水質検査、健康診断の報告 

（機械） 
・建築物環境衛生管理技術者 
（電気） 
・電気主任技術者 

主
任
技
術
者 

（簡易専用給水施設） 
・1 ヶ月点検（11 回/年） 
・1 年点検 
（小規模給水施設） 
・1 年点検 
（直結増圧給水ポンプユニット） 
・1 年点検 

・維持管理計画の立案 
・維持管理表による巡回点検 
・維持管理に関する高度な技術

を要する業務 
・公的機関の立入り検査の立会 
 い 
・緊急事故処理業務 

・巡回計画書の作成 
・維持管理表による１ヶ月、1 年

点検 
・設備機器類の点検・診断 
・設備機器類の保守・調整 
 
 

（機械） 
以下のいずれかの資格を有する者 
・左記の業務について、実務経験 5 年以上 
・建築物環境衛生管理技術者の資格を有し、実務経験 3
年以上 

・給水装置工事主任技術者の資格を有し、実務経験 3 年

以上 
（電気） 
以下のいずれかの資格を有する者 
・左記の業務について、実務経験 5 年以上 
・1 級電気工事施工管理技士の資格を有し、実務経験 3
年以上 

・電気主任技術者の資格を有し、実務経験 3 年以上 

技
術
者 

（簡易専用給水施設） 
・日常点検（3 回/月以上） 
（小規模給水施設） 
・1 ヶ月点検（11 回/年） 
（直結増圧給水ポンプユニット） 
・3 ヶ月点検（3 回/年） 
 
 

・維持管理表による日常点検 
・緊急事故処理業務 
・主任技術者業務の補助 
 
 

・維持管理表による巡回点検 
・設備機器類の運転管理 
・設備機器類の保守、軽微な調整 
・定期の水質検査の採水、運搬 
・巡回時の水質検査 
・管理結果の 1 ヶ月、1 年報告記 
 録 

以下のいずれかの資格を有する者 
・左記の業務について、実務経験 3 年以上 
・建築物環境衛生管理技術者 
・給水装置工事主任技術者 
・建築設備検査員 
・管工事施工管理技士 
・電気工事施工管理技士 
・第 1・2 種電気工事士 
※但し、電気工事士法に係る作業については、第１・2 種

電気工事士の資格者のみとする。 

技
術
員 

 ・維持管理表による日常点検 
 
 

・技術者が実施する点検補助 
・管理結果の日報記録 
・日例の水質検査 
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業務区分と資格要件（貯水槽清掃業務） 

 
 業務区分 業務内容 資格要件 

管
理
技
術
者 

・維持管理計画の立案 
・維持管理に関する連絡・報告 

・清掃計画書の提出 
・維持管理に関する連絡・報告 
・設備機器類の修繕提案 

（機械） 
 【給水施設と兼ねる】 

主
任
技
術
者 

・維持管理計画の立案 
・健康診断に関する確認 
・清掃業務に関する高度な技術を要する業務 
・緊急事故処理業務 

・清掃計画書の作成 
・健康診断の確認 
 
 

（機械） 
 【給水施設と兼ねる】 

技
術
者 

・貯水槽清掃作業に係る全般的業務 
・緊急事故処理業務 
 
 
 

・貯水槽清掃業務 
・設備機器類の点検・診断 
・設備機器類の保守・調整 
・清掃後の水質検査 
 

（機械） 
・貯水槽清掃作業監督者 
 

作
業
員 

・貯水槽清掃作業 
 
 
 

・作業責任者の指示を受けた清掃作業 
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給水施設維持管理業務特記仕様書 

 

１ 業務の対象 

本業務の対象は、発注者のＵＲ職員宿舎（以下「職員宿舎」という。）内に設置された給水施設

のうち、別表１「給水施設一覧表」に掲げる給水施設とする。 

 

２ 適用法令等 

本業務は、仕様書に定めるもののほか、水道法（昭和 32年法律第 177 号、以下「水道法」とい

う。）、電気事業法（昭和 39年法律第 170 号、以下「電気事業法」という。）、電気設備に関する

技術基準を定める省令（平成 9年通商産業省令第 52号）、労働安全衛生規則（昭和 47年労働省

令第 32号）、その他関係法令、地方公共団体が定める条例及び独立行政法人都市再生機構電気工

作物保安規程（平成 16年７月１日規程第 46号）及び独立行政法人都市再生機構電気工作物保安

業務実施細則（平成 16年７月１日達第 22号）（以下「保安規程」という。）により実施するもの

とする。 

 

３ 業務の内容 

受注者は、別表 1「給水施設一覧表」に掲げる給水施設について、居住者等への水の供給にあ

たり、水質の維持、緊急事故等の防止のため、次に掲げる業務を仕様書の定めるところにより実

施するものとする。また、点検は巡回方式により実施するものとし、日常点検、1ヶ月点検、3

ヶ月点検及び定期点検の点検周期が均等になるよう計画するものとする。 

点検実施項目は、別表 2「簡易専用水道施設維持管理表」、別表 3「小規模水道施設維持管理

表」及び別表 4「直結増圧給水施設維持管理表」及び別表 5「一般用電気工作物維持管理表」に

基づき点検を実施することとし、点検者及び点検頻度は次による。 

(1)  日常点検、1ヶ月点検及び 3ヶ月点検業務 

① 日常点検業務 

簡易専用水道施設について、技術者が月 3回以上施設の設備機器類の 点検を行う業

務。 

② 1 ヶ月点検業務 

小規模水道施設について、技術者が月 1回以上施設の設備機器類の点検を行う業務。 

③ 3 ヶ月点検業務 

直結増圧給水施設について、技術者が年 3回以上施設の設備機器類の点検を行う業

務。 

(2) 定期点検業務（1ヶ月点検、1年点検） 

① 簡易専用水道施設について、主任技術者が月 1回以上施設の設備機器類の点検を行う

業務及び年 1回以上施設の設備機器類の点検を行う業務。なお、1ヶ月点検には日常点検

項目、1年点検には 1ヶ月点検及び日常点検項目を含む。 

② 小規模水道施設、直結増圧給水施設について、主任技術者が年 1回以上施設の設備機

器類の点検を行う業務。なお、年 1回以上の点検には小規模水道施設の 1ヶ月点検及び

直結増圧給水施設の 3ヶ月点検項目を含む。 

(3) 水質検査 

次の機会において水質検査を実施し、その結果を担当職員へ報告する。 

② 定期水質検査 

簡易専用水道施設について月１回以上、小規模水道施設について月１回以上、必須９

項目（一般細菌、大腸菌、・・・）の水質検査を行う業務。 

(4) 緊急事故処理対応業務   

24 時間全日給水施設の機器の故障等に対応処置する業務。 

(5) 小修理工事 



点検業務において発見された不良個所及び経常的に生じる不具合や損耗について、事故等

の発生を防止または発生した場合に担当職員の指示により実施する小規模な修繕工事。（緊

急対応及び復旧対応作業が必要な業務含む） 

(6) 公的機関等の立会い等 

主任技術者は、管理技術者への担当職員からの指示に基づき、保健所等公的機関における

立入り検査等において、現地立会いを行う業務。また、水道技術管理者が実施する巡回視察

においては、管理技術者が立会いを行うものとし、その場合は施設規模に関わらず実施する

ものとする。 

(7) 施設検査（法定検査） 

簡易専用水道施設について、水道法第 34条の２第２項、同法施行規則第 56 条に基づく検

査を行う業務。なお、検査は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関へ依頼し、(6)に基づき

立会うものとし、検査結果を担当職員へ報告する。 

 

４ 業務の実施等 

(1) 点検班の構成等  

受注者は業務の実施に際し業務区分毎の業務担当者による点検を行うものとし、点検班の

編成表、業務担当者名簿（別添様式２）、緊急事故連絡先一覧表（任意様式）及び資格証の

写しを契約後速やかに発注者に提出すること。なお、受注者は業務担当者の変更、資格の

喪失等によりその内容が変更となる場合は速やかに発注者に報告するものとする。 

(2) 点検実施計画書等 

受注者は、業務の実施に先立ち、あらかじめ次の内容について、担当職員と協議を行い

「施設点検計画表」（別添様式１）を作成し、担当職員からその承諾を受けるものとする。 

① 施設内の清掃と敷地内の清掃等や水道の汚染防止に関すること。 

② 図面等の整備に関すること。 

③ 水質検査の記録の保存に関すること。 

④ 断水時等の対応について 

⑤ 感染症に関すること。 

⑥ 衛生管理や定期の健康診断に関すること。 

⑦ 施設内の工事等立会いに関すること。 

⑧ その他 

(3) 業務の実施 

受注者は、業務の工程を「施設点検計画表」（別添様式１）を標準として、実施するものと

する。 

(4) 業務の実施時間等 

受注者は、原則として発注者の就業時間内に業務を実施するものとし、月曜日～土曜日に

おいて行うものとする。但し、緊急事故対応、応急処置等を施す業務の実務時間については、

この限りではない。なお、緊急事故対応は緊急通報を受けた時点より速やかに業務担当者が

現地へ到着、対応するものとする。 

(5) 官公庁等への協議、届出等 

受注者は、業務の実施に当たり、所轄保健所等及び担当職員へ遅滞なく必要な協議、報告

等を行うものとする。 

(6) 保安用具等の整備、着用 

受注者は、労働安全衛生規則に基づき保安用具等の整備し、絶縁用保護具を用いて、業務

を実施するものとする。 

(7) 遵守義務 

業務に従事する者は、担当職員が水質維持等のためにする指示に従わなければならない。 

 



５ 管理技術者、業務担当者の区分・資格等 

受注者は、共通仕様書の別表 3-1「業務区分と資格要件(給水施設)」に従いそれぞれの業務に

ついて、資格を有する者に業務を実施させるものとする。 

 

６ 安全対策 

受注者は、業務に従事する者以外の立入りを防ぐ措置及び危険箇所の危険表示等について、担

当職員の指示により防護処置を行うものとする。 

 

７ 運転操作等 

給水施設の運転又は停止等を行う場合は、事前に担当職員に指示を受け実施することとし、そ

の対象となる住戸に対し共用部分への周知ビラの掲示・広報を行うこと。なお、運転・停止とは

計画又は緊急事故等において給水施設の運転又は停止作業を実施し、居住者の生活に支障が発生

する場合をいう。 

 

８ 応急措置等 

受注者は、緊急事故が発生した場合、ただちに作業を中止し、応急措置を講じるとともに、管

理技術者は担当職員に報告するものとする。 

 

９ 工具の携行 

  (1) 受注者は、業務の実施に当り、必要な測定器及び工具等を携行するものとする。 

(2) 受注者は、業務の実施に当り測定に使用する計器類は、事前に計器校正を行ったものを使

用するものとする。 

(3) 受注者は、業務を処理するために要する水質検査器具、薬剤、燃料等の消耗品（月次点

検、年次点検を含む日常的または定期的に使用するものを除く）に係る費用については、発

注者と協議のうえ、別途請求できるものとする。 

 

10 業務の報告 

受注者は、次のとおり業務結果の報告を行うものとする。報告時期は発注者の指示によるが、

安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに担当職員に報告するとともに、そ

の対応等について指示を受けるものとする。 

(1) 給水施設管理日報の報告 

別表 6「給水施設管理日報」により報告するものとする。 

(2) 給水施設管理月報の報告 

別表 7「給水施設管理月報」により報告するものとする。 

(3) 定期水質検査の報告 

公立の保健所、厚生労働大臣認定の試験機関及び水道法第 20 条に規定する認定機関によ

り水質検査を行い、その結果を報告するものとする。（簡易専用水道施設、小規模水道施設

が対象） 

 

(4) 事故処理の報告 

別表 8「給水等施設事故処理報告書」により報告するものとする。 

(5) 不具合箇所の報告 

別表 9「不具合箇所報告書」により報告するものとする。 

(6) 業務報告日等 

上記(1)～(6)の業務報告日については、担当職員の指示を受けるものとする。 

 

11 居住者への周知等 



受注者は、緊急事故時により停電、断水等が発生する場合は、発注者の指示により影響を及ぼ

す全ての住戸にチラシ等の方法により、速やかに当該住戸に周知を行うこと。作業完了後につい

ても各住戸について、 復旧後に事故等が発生しないことを確認すること。 

また、緊急事故時の他、ポンプの試験実施の際、構造上断水が生じる場合は、担当職員と事前

に協議し、居住者等へ事前周知を行うこと。 

なお、周知に要する費用については、発注者と協議のうえ、別途請求できるものとする。 

 

12 その他 

(1) 施設に立入る場合は必ず手指をアルコール等で消毒すること。 

(2) 受注者は、施設に立入る者に対して、水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条に規定す

る健康診断（検便）をおおむね６ヶ月ごとに１回行い、適合の証明書を担当職員へ提出す

ること。 

(3) 水道事業体等の工事に伴う立会い等、点検業務以外での断水や濁水防止の措置としてバ

ルブ操作を行うこと。この場合の費用については別途精算する。 

(4) 発注者が作成する水質検査計画書のための基礎資料の整備を行うこと。 

(5) 水質に異常の疑いがある時は、直ちに担当職員に報告を行い、指示を受け採水、検査を

行うこと。但し、検査費用は別途精算する。 

以  上   



別表１

職員宿舎給水施設一覧

[その他]

施設名称 所在地 管理開始年 給水戸数 給水種別 給水方式 ポンプ台数
排水ポンプ

台数
受水槽
全容量

受水槽
有効容量

高置高架
水槽基数

高置水槽
全容量

高置高架水槽
有効容量

自動通報装置等

高島平第一A棟 東京都板橋区高島平 9-39-1 S48 20 増圧直結 圧送 2
自動通報装置は無し

（盤表示のみ）

高島平第一B棟 東京都板橋区高島平 9-40-7 S48 20 増圧直結 圧送 2
自動通報装置は無し

（盤表示のみ）

高島平第三 東京都板橋区高島平 1-81-3 S52 48 増圧直結 圧送 2
自動通報装置は無し

（盤表示のみ）

元住吉 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 16-36 H13 112 簡易専用 圧送 3 8 45 27
自動通報装置は無し

（共用部に防災盤鳴動）

百合ヶ丘第二 神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘 1-11-1 H16 101 簡易専用 圧送 2 2 36 25
自動通報装置は無し

（共用部に警報盤鳴動）

戸田 埼玉県戸田市喜沢 1-13-13 S51 16 小規模 圧力タンク 2 13.85 10

[基本情報］ [ポンプ] [受水槽] [高置水槽]
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量水器 ● ・清掃（土、ごみなどの除去） ●

(親ﾒｰﾀｰ) ● ・水漏れ、ガラス部の破損、量水器箱内汚れ、水溜り確認・清掃等 ●

● ・指針の作動時の状況（遅速、乱行、不進行）確認 ●

● ・指針値の記録 ●

● ・給水量（月単位）、電気使用量との比較 ●

受水槽 ● ・周辺の清掃、整理整頓 ●

● ・槽外の点検(目視) ●

● ・水槽内の汚れの状況(目視) ●

● ・受水槽清掃時に槽内部の破損、水漏れ、亀裂、雨水の浸入等状況点検 ●

● ・電極ボックス及び電極(錆、腐食、欠落）の確認 ●

● ・電極長の確認 ●

● ・ボールタップの水漏れ、詰まり、作動の確認 ● 　

● ・電磁弁の作動状況を確認する（異音、振動、過熱等） ●

● ・水位制御機器のケーブル類との接続の点検 ●

● ・受水槽清掃時槽内部より点検 ●

● ・ボールタップの動作、バルブ開閉 ●

● ・電磁弁、バルブ開閉 ●

● ・定水位弁動作確認(定水位弁の動作音など） ●

● ・定水位弁動作確認(電磁弁の動作に異常がないか点検する） ●

● ・定水位弁動作確認(副弁ボールタップ開に異常がないか点検する） ●

● ・定水位弁停止時間測定 ●

● ・防虫網の清掃 ●

● ・防虫網の破損等の応急処置 ●

● ・防虫網の修理又は取替 ●

● ・吐水口空間・クロスコネクションの確認 ●

● ・マンホール、蓋等の施錠確認 ●

● ・マンホール、蓋等のパッキンの劣化状況の確認 ●

● ・外観の点検（著しい腐食、破損、損傷） ●

● ・外観の点検（槽内の確認含む） ●

● ・周辺の清掃、整理整頓 ●

● ・槽外の点検(目視) ●

● ・水槽内の汚れの状況(目視) ●

● ・受水槽清掃時に槽内部の破損、水漏れ、亀裂、雨水の浸入等状況点検 ●

・ 水位制御装置に破損、損傷の有無の点検 ● ・電極ボックス及び電極(錆、腐食、欠落）の確認 ●

● ・電極長の確認 ●

・ 水位制御機器のケーブル類との接続状態の確認 ● ・水位制御機器のケーブル類との接続の点検 ●

● ・防虫網の清掃 ●

● ・防虫網の破損等 ●

● ・防虫網の修理又は取替 ●

● ・マンホール、蓋等の施錠確認 ●

● ・外観の点検（著しい腐食、破損、損傷） ●

● ・外観の点検（槽内の確認含む） ●

配管及び弁類 ・ 配管、弁類、給水栓の漏水、腐食等の有無の点検 ● ・水漏れ、著しい腐食、軽微な塗装補修 ●

給水施設の露出配管 ・ フート弁開閉 ● ・水落ち（止水状況を点検する） ●

・ フート弁開閉時のワイヤーの作動確認 ● ・受水槽清掃時にフート弁のワイヤの劣化状態の確認 ●

・ 支持金具のゆるみ、調整を行う ● ・支持金具締め付け ●

・ 弁類を動作確認及び調整 ● ・受水槽清掃時に必要なバルブの動作確認 ●

・ 逆止弁の点検 ● ・水漏れ、動作確認 ●

・ 減圧弁、一次圧力調整弁の点検 ● ・圧力計指示値の確認、異常な音の確認 ●

・ 集中減圧弁の点検 ● ・異常な音（1次２次側の圧力確認） ●

・ フレキ管の点検 ● ・亀裂等の有無の確認 ●

・ 防露、塗装の損傷等の確認 ● ・外観の点検（剥がれ、著しい腐食、破損） ●

共通架台の排水口の清掃 ● ・詰まり清掃 ●

ポンプの外観、音、振動、温度 ●
・本体の著しい腐食、軸受け部、運転中、開始、停止等の異常の有無の確
認

●

ポンプの圧力計、電流計の指示等の点検 ● ・電流計、圧力計の確認 ●

・ 空気抜きコックの動作の点検、調整 ● ・その都度コックを調整しエアを抜く ●

・ 基礎、架台等の異常の有無の点検 ● ・外観の点検（破損、損傷） ●

● ・異常でないこと（適下量、熱） ●

● ・調整 ●

● ・劣化時取替 ●

カップリングの磨耗等を点検 ● ・取付け状態、著しい偏芯、発熱等の有無の確認 ●

● ・ポンプの芯ずれ確認 ●

・
複数のポンプが設置されている場合は、各ポンプの運転時
間が均等になるように操作する（操作可能な機器を対象）

● ・適切にポンプ切替操作の作動確認 ●

・ ポンプの追従運転の確認 ● ・追従運転の確認（追従運転が可能な施設） ●

● ・軸受けの油、グリース量、劣化程度の異常の有無の確認 ●

● ・補充（一体型を除く） ●

電動機 ・ 異常、異臭及び異常な温度上昇の有無の点検 ● ●

・ 回転方向の確認 ● ・概ね１月ごと ●

別表　2
簡易専用水道施設維持管理表  (施設名称：　　　　　　　　　　　　）

調整 点検内容
目視
点検

動作
確認

清掃
整理
整頓

1年
点検

1ヶ月
点検

日常
点検

使用水量は点検の都度記録し、使用水量の変動確認

マンホール、タラップ、基礎、架台等の異常の有無の点検

水槽内の汚れ等の状況、また槽外よりの汚染の恐れの有無
の点検

水位制御装置に破損、損傷、著しい腐食の有無の点検

項目

定水位弁等の作動状態を点検・確認

オーバーブロー管、通気管、水抜管の防虫網の目詰まり破
損等があれば清掃または取替を行う

量水器及び量水器ボックスの異常の有無の点検

水槽内の汚れ等の状況、槽外からの汚染の恐れの有無の点
検

・

・

・

チェッ
ク欄

オーバーブロー管、通気管、水抜管の防虫網の目詰まり破
損等の有無の確認

マンホール、タラップ、基礎、架台等の異常の有無の点検

水封部（グランドパッキンなど）の磨耗等を点検、調整

・

・

・

・

・

・

高置・高架水槽・中間水槽

ポンプ類
（排水ポンプ含む）

・

・

・

・

・

潤滑油、グリースの残量、劣化等を点検、調整
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圧力タンク方式 ・ 圧力スイッチの動作確認 ● ・設定値との確認 ●

・ 圧力スイッチの設定値の調整 ● ・設定値を正常な値にする ●

● ・起動・停止の動作確認（屋上設置含む） ●

● ・屋上に圧力タンク等が設置されている場合 ●

・ 自動空気補給装置の動作確認 ● ・空気補給器の動作確認 ●

・ タンク外部の水漏れ、著しい腐食の有無の点検 ● ・タンク外部の水漏れ、著しい腐食の点検 ●

・ 電磁弁の異常の有無の点検 ● ・電磁弁の開閉確認 ●

・ 安全弁等の安全装置の点検 ● ・変形、損傷、水漏れの有無の確認 ●

・ 始動頻度の点検（回数表示設置機器を対象） ● ・始動頻度の確認 ●

・
蓄圧タンク、ヘッダー、附属配管等の漏水、亀裂、ガタ、
著しい腐食の有無の点検

● ・外観点検（目視） ●

インバータ方式 ・ 盤内及び周囲環境の確認 ● ・温度、湿度、塵埃の確認 ●

・ 装置全般の異常振動、音の有無の点検 ● ・うなり、異常発熱 ●

・ 冷却ファンの清掃及び異常振動、音の有無の点検 ● ・冷却ファン・フィルターのごみ詰まりの除去、ファンの回転確認 ●

・ 電動機の振動、騒音、温度等の点検 ● ・異常音 ●

・ 圧力タンク内の封入圧の確認（少水量停止用） ● ・エアゲージにて封入圧を確認、補充 ●

・ 過熱防止弁は正常か ● ・水漏れ、腐食、詰まりの有無の確認 ●

計測機器類 ・ 流量計 ● ・計器類の指針の記録・点検 ●

・ 送水圧計 ● ・計器類の指針の記録・点検 ●

● ・作動状態の確認 ●

● ・インキ不足の場合は補充、取替 ●

滅菌装置 ● ・液漏れ、動作確認 ●

● ・必要に応じ修理及び取替 ●

● ・薬液使用量の記録、必要な都度補充及び薬液管理 ●

● ・詰まりの確認 ●

● ・漏れ、破損していないか点検（目視の範囲） ●

● ・薬液管理（必要な都度）必要な都度補充及び薬液管理 ●

作動確認 ● ・正常に動作しているか確認 ●

非常用エンジン ● ・音、振動、計器類の確認 ●

● ・運転状況の点検　月１回起動状況確認 ●

燃料油は原則として、３時間程度運転できる量を確保 ● ・燃料の保管状況の確認、給油、給油量の記録 ●

バッテリー液の量及び比重電圧を試運転前に点検、調整 ● ・バッテリー異常の確認、液の確認、補充 ●

● ・清掃 ●

● ・オイルの確認、クリーナー類の清掃 ●

・
冷却水には冬場に予想される低気温に応じた量の不凍液を
注入する（水道水冷却の場合はボールタップの点検とタン
ク内の発錆状況の確認と清掃を行う。

● ・補充 ●

● ●

● ●

日常
点検

調整

・非常用エンジン総合点検（エンジンオイルの量や汚れ、冷却水は量や汚
れ及び漏れ、駆動用ベルトの張り損傷具合、損傷、及び取り付け状態、焼
損などを点検）

チェッ
ク欄点検内容

清掃・
整理・
整頓

目視
点検

動作
確認

1ヶ月
点検

1年
点検

項目

（蓄圧タンク、セットフ
ロー方式含む）

自動記録計の作動確認

・

自動起動・停止の確認・

・

・

適宜試運転を行い、音、振動、計器類の指示、排気管、排
気の状態を確認負荷運転をする

・

＜緊急時使用する施設＞
薬液を点検、補充

＜常時使用している施設＞
注入ポンプの作動状況の点検、調整
注入量と濃度の点検、調整
注入管のつまり等の有無の点検

注油、オイル交換、クリーナー類の清掃並びに交換

全般的な確認をする（警報等の作動試験を含む）

・

・

・



№１

量水器 ● ・清掃（土、ごみなどの除去） ●

(親ﾒｰﾀｰ) ● ・水漏れ、ガラス部の破損、量水器箱内汚れ、水溜り確認・清掃等 ●

● ・指針の作動時の状況（遅速、乱行、不進行）確認 ●

● ・指針値の記録 ●

● ・給水量（月単位）、電気使用量との比較 ●

受水槽 ● ・周辺の清掃、整理整頓 ●

● ・槽外の点検(目視) ●

● ・水槽内の汚れの状況(目視) ●

● ・受水槽清掃時に槽内部の破損、水漏れ、亀裂、雨水の浸入等状況点検 ●

● ・電極ボックス及び電極(錆、腐食、欠落）の確認 ●

● ・電極長の確認 ●

● ・ボールタップの水漏れ、詰まり、作動の確認 ●

● ・電磁弁の作動状況を確認する（異音、振動、過熱等） ●

● ・水位制御機器のケーブル類との接続の点検 ●

● ・受水槽清掃時槽内部より点検 ●

● ・ボールタップの動作、バルブ開閉 ●

● ・電磁弁、バルブ開閉 ●

● ・定水位弁動作確認(定水位弁の動作音など） ●

● ・定水位弁動作確認(電磁弁の動作に異常がないか点検する） ●

● ・定水位弁動作確認(副弁ボールタップ開に異常がないか点検する） ●

● ・定水位弁停止時間測定 ●

● ・防虫網の清掃 ●

● ・防虫網の破損等の応急処置 ●

● ・防虫網の修理又は取替 ●

● ・吐水口空間・クロスコネクションの確認 ●

● ・マンホール、蓋等の施錠確認 ●

● ・マンホール、蓋等のパッキンの劣化状況の確認 ●

● ・外観の点検（著しい腐食、破損、損傷） ●

● ・外観の点検（槽内の確認含む） ●

● ・周辺の清掃、整理整頓 ●

● ・槽外の点検(目視) ●

● ・水槽内の汚れの状況(目視) ●

● ・受水槽清掃時に槽内部の破損、水漏れ、亀裂、雨水の浸入等状況点検 ●

・ 水位制御装置に破損、損傷の有無の点検 ● ・電極ボックス及び電極(錆、腐食、欠落）の確認 ●

● ・電極長の確認 ●

・ 水位制御機器のケーブル類との接続状態の確認 ● ・水位制御機器のケーブル類との接続の点検 ●

● ・防虫網の清掃 ●

● ・防虫網の破損等 ●

● ・防虫網の修理又は取替 ●

● ・マンホール、蓋等の施錠確認 ●

● ・外観の点検（著しい腐食、破損、損傷） ●

● ・外観の点検（槽内の確認含む） ●

配管及び弁類 ・ 配管、弁類、給水栓の漏水、腐食等の有無の点検 ● ・水漏れ、著しい腐食、軽微な塗装補修 ●

給水施設の露出配管 ・ フート弁開閉 ● ・水落ち（止水状況を点検する） ●

・ フート弁開閉時のワイヤーの作動確認 ● ・受水槽清掃時にフート弁のワイヤの劣化状態の確認 ●

・ 支持金具のゆるみ、調整を行う ● ・支持金具締め付け ●

・ 弁類を動作確認及び調整 ● ・受水槽清掃時に必要なバルブの動作確認 ●

・ 逆止弁の点検 ● ・水漏れ、動作確認 ●

・ 減圧弁、一次圧力調整弁の点検 ● ・圧力計指示値の確認、異常な音の確認 ●

・ 集中減圧弁の点検 ● ・異常な音（1次２次側の圧力確認） ●

・ フレキ管の点検 ● ・亀裂等の有無の確認 ●

・ 防露、塗装の損傷等の確認 ● ・外観の点検（剥がれ、著しい腐食、破損） ●

共通架台の排水口の清掃 ● ・詰まり清掃 ●

ポンプの外観、音、振動、温度 ●
・本体の著しい腐食、軸受け部、運転中、開始、停止等の異常の有無の確
認

●

ポンプの圧力計、電流計の指示等の点検 ● ・電流計、圧力計の確認 ●

・ 空気抜きコックの動作の点検、調整 ● ・その都度コックを調整しエアを抜く ●

・ 基礎、架台等の異常の有無の点検 ● ・外観の点検（破損、損傷） ●

● ・異常でないこと（適下量、熱） ●

● ・調整 ●

● ・劣化時取替 ●

カップリングの磨耗等を点検 ● ・取付け状態、著しい偏芯、発熱等の有無の確認 ●

● ・ポンプの芯ずれ確認 ●

・
複数のポンプが設置されている場合は、各ポンプの運転時
間が均等になるように操作する（操作可能な機器を対象）

● ・適切にポンプ切替操作の作動確認 ●

・ ポンプの追従運転の確認 ● ・追従運転の確認（追従運転が可能な施設） ●

● ・軸受けの油、グリース量、劣化程度の異常の有無の確認 ●

● ・補充（一体型を除く） ●

電動機 ・ 異常、異臭及び異常な温度上昇の有無の点検 ● ●

・ 回転方向の確認 ● ・概ね１月ごと ●

小規模水道施設維持管理表  (施設名称：　　　　　　　　　　　　）
別表　3

項目
清掃
整理
整頓

目視
点検

・
水槽内の汚れ等の状況、また槽外よりの汚染の恐れの有無
の点検

チェッ
ク欄

・ 量水器及び量水器ボックスの異常の有無の点検

・ 使用水量は点検の都度記録し、使用水量の変動確認

動作
確認

調整 点検内容
1年
点検

1ヶ月
点検

・ 水位制御装置に破損、損傷、著しい腐食の有無の点検

・ 定水位弁等の作動状態を点検・確認

・
オーバーブロー管、通気管、水抜管の防虫網の目詰まり破
損等があれば清掃または取替を行う

・ マンホール、タラップ、基礎、架台等の異常の有無の点検

高置・高架水槽・中間水槽

・
水槽内の汚れ等の状況、槽外からの汚染の恐れの有無の点
検

・
オーバーブロー管、通気管、水抜管の防虫網の目詰まり破
損等の有無の確認

・ マンホール、タラップ、基礎、架台等の異常の有無の点検

ポンプ類
（排水ポンプ含む）

・

・ 水封部（グランドパッキンなど）の磨耗等を点検、調整

・

・ 潤滑油、グリースの残量、劣化等を点検、調整



№2

圧力タンク方式 ・ 圧力スイッチの動作確認 ● ・設定値との確認 ●

・ 圧力スイッチの設定値の調整 ● ・設定値を正常な値にする ●

● ・起動・停止の動作確認（屋上設置含む） ●

● ・屋上に圧力タンク等が設置されている場合 ●

・ 自動空気補給装置の動作確認 ● ・空気補給器の動作確認 ●

・ タンク外部の水漏れ、著しい腐食の有無の点検 ● ・タンク外部の水漏れ、著しい腐食の点検 ●

・ 電磁弁の異常の有無の点検 ● ・電磁弁の開閉確認 ●

・ 安全弁等の安全装置の点検 ● ・変形、損傷、水漏れの有無の確認 ●

・ 始動頻度の点検（回数表示設置機器を対象） ● ・始動頻度の確認 ●

・
蓄圧タンク、ヘッダー、附属配管等の漏水、亀裂、ガタ、
著しい腐食の有無の点検

● ・外観点検（目視） ●

インバータ方式 ・ 盤内及び周囲環境の確認 ● ・温度、湿度、塵埃の確認 ●

・ 装置全般の異常振動、音の有無の点検 ● ・うなり、異常発熱 ●

・ 冷却ファンの清掃及び異常振動、音の有無の点検 ● ・冷却ファン・フィルターのごみ詰まりの除去、ファンの回転確認 ●

・ 電動機の振動、騒音、温度等の点検 ● ・異常音 ●

・ 圧力タンク内の封入圧の確認（少水量停止用） ● ・エアゲージにて封入圧を確認、補充 ●

・ 過熱防止弁は正常か ● ・水漏れ、腐食、詰まりの有無の確認 ●

計測機器類 ・ 流量計 ● ・計器類の指針の記録・点検 ●

・ 送水圧計 ● ・計器類の指針の記録・点検 ●

● ・作動状態の確認 ●

● ・インキ不足の場合は補充、取替 ●

滅菌装置 ● ・液漏れ、動作確認 ●

● ・必要に応じ修理及び取替 ●

● ・薬液使用量の記録、必要な都度補充及び薬液管理 ●

● ・詰まりの確認 ●

● ・漏れ、破損していないか点検（目視の範囲） ●

● ・薬液管理（必要な都度）必要な都度補充及び薬液管理 ●

作動確認 ● ・正常に動作しているか確認 ●

非常用エンジン ● ・音、振動、計器類の確認 ●

● ・運転状況の点検　月１回起動状況確認 ●

燃料油は原則として、３時間程度運転できる量を確保 ● ・燃料の保管状況の確認、給油、給油量の記録 ●

バッテリー液の量及び比重電圧を試運転前に点検、調整 ● ・バッテリー異常の確認、液の確認、補充 ●

● ・清掃 ●

● ・オイルの確認、クリーナー類の清掃 ●

・
冷却水には冬場に予想される低気温に応じた量の不凍液を
注入する（水道水冷却の場合はボールタップの点検とタン
ク内の発錆状況の確認と清掃を行う。

● ・補充 ●

● ●

● ●

1年
点検

1ヶ月
点検

チェッ
ク欄

（蓄圧タンク、セットフ
ロー方式含む）

・ 自動起動・停止の確認

項目
清掃・
整理・
整頓

目視
点検

動作
確認

調整 点検内容

・ 自動記録計の作動確認

・

＜常時使用している施設＞
注入ポンプの作動状況の点検、調整
注入量と濃度の点検、調整
注入管のつまり等の有無の点検

・

＜緊急時使用する施設＞
薬液を点検、補充

・非常用エンジン総合点検（エンジンオイルの量や汚れ、冷却水は量や汚
れ及び漏れ、駆動用ベルトの張り損傷具合、損傷及び、取り付け状態、焼
損などを点検）

・
適宜試運転を行い、音、振動、計器類の指示、排気管、排
気の状態を確認負荷運転をする

・

・ 注油、オイル交換、クリーナー類の清掃並びに交換

・ 全般的な確認をする（警報等の作動試験を含む）



量水器 外観 ● ●

(親メーター)
（親メーター設
置施設を対象）

● 量水器及び量水器ボックスの異常の有無を確認
・ガラス部の破損、量水器箱内汚れ、水溜り確認・清掃等

●

●

使用水量は点検の都度記録し使用水量の変動確認
・指針の作動時の状況（遅速、乱行、不進行）確認
・指針値の記録
・給水量（月単位）、電気使用量との比較

●

ユニット部 逆流防止弁 ● 漏水確認 ●

● ●

● 逃し弁からの漏水確認 ●

ストレーナ ● 水漏れ等の有無の確認 ●

● ●

仕切弁 ● 漏水確認 ●

ドレン配管 ● 詰まり等の有無の確認 ●

圧力タンク ● 水漏れ、損傷等の有無の確認（封入圧の確認） ●

圧力センサ ● 設定圧力と計器指針との差異を確認 ●

外観 ● 腐食・損傷・水漏れ等の有無の確認 ●

配管及び弁類 配管・接続部 ● 漏水、腐食、損傷、剥離、結露等の有無の確認 ●

保温材 ● 損傷、剥離の有無の確認 ●

フレキ ● 漏水、腐食、損傷、剥離、結露等の有無の確認 ●

逆止弁・仕切弁 ● 漏水、腐食、剥離、結露等の有無の確認 ●

支持金物 ● 損傷、剥離、腐食の有無の確認 ●

● 支持金物・伸縮管・配管等の異常の有無の確認 ●

架台 ● 損傷、変形等異常の有無の確認 ●

非常用給水栓 ● 漏水、腐食、損傷、変形以上等の有無の確認 ●

ポンプ類 軸封部 ● メカニカルシールからの漏水確認 ●

軸受部 ● 作動状態及び異常音の有無の確認 ●

発熱 ● 発熱等異常の有無の確認 ●

振動・発熱 ● 振動及び発熱等の異常の有無の確認 ●

外観 ● 腐食・損傷、塗装剥離等の有無の確認 ●

制御装置 アースの接続 ● アースの接続状態の確認 ●

インバータ ● 異常音、発熱の有無の確認 ●

コントローラ ● ●

● ●

デジタル表示器 ● 表示確認 ●

端子台 ● ハーモニカ端子に緩み等の有無の確認 ●

外観 ● 腐食・損傷・塗装剥離等の有無の確認 ●

運転状況・調整
盤関係の点検調

整
絶縁抵抗 ● ●

● 表示灯の点検調整及び取替 ●

● 計器指針の適否及び記録 ●

照明設備 ● 点灯確認（照明設備がある場合） ●

● 清掃 ●

チェッ
ク欄

別表　4

量水器及び量水器ボックス周辺の漏水確認
・水漏れ

項目 点検内容
3ヶ月
点検

1年点検

直結増圧給水施設　維持管理表(施設名称：　　　　　　　）

メガテスターで絶縁（1MΩ以上）の確認（モーター部分かつ測
定可能な場合に限る）

清掃
整理
整頓

目視
点検

動作
確認

調整

差圧試験による逆流の有無の確認
※単式で点検により断水が生じる場合は、担当職員と居住者へ
の周知方法等につき事前に協議する事

ポンプ故障による飛越運転を確認

分解清掃（断水が生じる場合は目視点検のみ）
※配管等の取り外しが必要な場合の点検方法は担当職員と協議
する事

起動回数の確認（各号機の起動回数のばらつきを確認）



 

別表５ 一般電気工作物維持管理表(給水施設) 

＊点検内容の確認については、特別な指示がない場合を除き目視点検とする。                                     



点検項目 点検内容 点検周期 点検内容 点検周期 点検内容 測定 点検周期  

低圧架空引込線 

 

 

①引込線が損傷していないか点検する。 

②造営物、弱電流電線などに接触していないか確

認する。 

特記仕様書3(

1)による 

 

①引込線にたるみ、緩みがないか点検を行う。 

 

 

１回／月以上 

 

 

①がいしに緩みがないか点検及び清掃を行う

。 

 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

制御盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①各種計器の指針は適正か確認する。 

②表示灯の損傷、球切れはないか点検する。 

（必要に応じ、球の取替えを行う） 

③開閉器の損傷等がないか点検する。 

④電磁接触器の損傷等がないか点検する。 

⑤補助リレーの損傷等がないか点検する。 

⑥低圧コンデサーの損傷等がないか点検する。 

⑦接地線の損傷、断線等がないか、また、接続は

確実か点検する。 

⑧導電部が変色、過熱等してないか点検する。 

⑨ヒューズが破損、損傷等していないか点検する

。 

特記仕様書3(

1)による 

 

 

 

 

 

 

 

①電磁接触器の動作状態を点検する。 

②補助リレーの動作状態を点検する。 

③配線の損傷、接続部の緩みがないか点検を行う。 

④盤内外の清掃を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

１回／月以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①各部端子に緩みがないか点検を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装盤 

 

 

①補助リレーの損傷等がないか点検する。 

②接地線の損傷、断線等がないか、また、接続は

確実か点検する。 

特記仕様書3(

1)による 

 

①補助リレーの動作状態を点検する。 

②配線の損傷、接続部の緩みがないか点検を行う。 

③盤内外の清掃を行う。 

１回／月以上 

 

 

①各部端子に緩みがないか点検を行う。 

 

 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

 

１回／年以上 

 

 

電動機 

 

 

 

①異常、異臭及び加熱がないか点検する。 

②ケーブル類との接続は、確実になされているか

点検する。 

③回転方向が正常か点検する。 

特記仕様書3(

1)による 

 

①配線が損傷、接続部の緩みがないか点検を行う。 

②潤滑油の点検、注油を行う。 

③各部清掃を行う。 

 

１回／月以上 

 

 

 

①各部端子に緩みがないか点検を行う。 

 

 

 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

 

 

１回／年以上 

 

 

 

水位制御機器 

 

 

①破損、損傷等していないか点検する。 

②ケーブル類との接続は、確実になされて 

いるか点検する。 

特記仕様書3(

1)による 

 

①動作試験調整を行う。 

（受水層、高置・高架水槽等） 

 

１回／月以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁弁 ①破損、損傷等していないか点検する。 

②異音、異常振動、異常加熱等がないか点検する

。 

特記仕様書3(

1)による 

①動作試験調整を行う。 

 

１回／月以上 

 

換気扇 ①破損、損傷等していないか点検する。 特記仕様書3(

1)による 

  

乾式変圧器 

 

 

 

 

①破損、損傷等していないか点検する。 

②異音、異常振動、異常加熱等がないか点検する

。 

③接地線の損傷、断線等がないか、また、接続は

確実か点検する。 

 

特記仕様書3(

1)による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①口出線の接続場所、タップ切換器の接点、

その他電導部に異常加熱、腐食、締付けの緩

みがないか点検する。 

②ブッシングの破損、汚損、端子部の異常加

熱を点検する。 

③各部清掃を行う。 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

 

 

 

手元開閉器 

 

 

①外箱、架台の破損、損傷等がないか点検する。 

②開閉器の開閉状況を点検する。 

③導電部が変色、過熱等してないか点検する。 

④ヒューズが破損、損傷等していないか点検する

。 

⑤配線が損傷していないか点検する。 

⑥接地線の損傷、断線等していないか点検する。 

 

特記仕様書3(

1)による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①各部端子に緩みがないか点検を行う。 

②各部清掃を行う。 

 

 

 

 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

警報盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

①表示灯の点検及び必要に応じ、球の取替えを行う。 

②応答ブザーが破損、損傷していないか点検する。 

③警報装置の鳴動試験調整を行う。 

１回／月以上 

 

 

①連動動作試験及び調整を行う。 

②各部清掃を行う。 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 



電灯分電盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①外箱の破損、損傷がないか点検する。 

②開閉器の開閉状況を点検する。 

③導電部が異常変色、異常過熱等してないか点検する。 

④ヒューズが破損、損傷等していないか点検する。 

⑤配線が損傷していないか点検する。 

⑥接地線の損傷、断線等していないか点検する。 

１回／月以上 

 

 

 

 

 

①各部端子に緩みがないか点検を行う。 

②各部清掃を行う。 

 

 

 

 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

 

 

 

照明器具   ①取付状態及び破損、損傷がないか点検する。 １回／月以上 ①各部清掃を行う。 

（仮設足場等を必要とする高所に設置された

機器は発注者と協議すること） 

絶縁抵抗測定 １回／年以上 

配線器具 

 

 

 

 

 

 

 

 

①充電部が露出していないか点検する。 

②破損、損傷がないか点検する。 

③水が侵入していないか点検する。 

１回／月以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

低圧ケーブル 

（１）建物内配

線 

（２）屋外配線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ケーブルが損傷していないか点検する。 

②ハンドホールの内部を点検する。（ケーブル余長、行

先表示の確認等を含む。） 

③埋設標が破損、滅失していないか点検する。 

１回／月以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

 

自動通報装置(

参考) 

  ①警報の連動動作試験及び調整を行う。 １回／月以上 ①制御盤から通報先への警報試験を行う。  １回／年以上 

遠隔制御システ

ム端末装置(参

考) 

 

 

①表示灯の損傷、球切れはないか確認する。（必

要に応じて、球の取り替えを行う。） 

②制御スイッチが「入」になっていることを確認

する。 

 

 

 

 

①警報の連動動作試験及び調整を行う。 

②制御の連動動作試験及び調整を行う。 

 

 

１回／月以上 

 

 

 

①登録項目の確認をする。 

②各部清掃を行う。 

③制御盤から通報先への警報試験を行う。 

 

 

 

 

 

１回／年以上 

 

 

 

                                                                          

 



〇〇株式会社 

団地名：

 
施設名：

点検日：   ℃  

㎏/㎝２ ㎏/㎝２

㎏/㎝２ ㎏/㎝２

㎏/㎝２ ㎏/㎝２

ポンプ運転状況（音・振動・電流計の指示・吐出・油漏れ等） 電磁接触器・補助リレー・タイマーの作動状況

グランドパッキン・カップリングの磨耗等 水位制御機器の発錆・損傷等の状況

フート弁の作動状況 圧力伝送器・液量計および記録計等の指示値や設定値

配管・弁類からの漏水及び腐食の状況 滅菌用ポンプの運転状況

定水位弁・電磁弁等の作動状況 警報及び通報装置鳴動試験

貯水槽内の汚れ・発藻等及び槽外からの汚染の浸入状況 施設内の整理整頓及び衛生管理の状態

オーバーフロー管・通気管等の防虫網の状態 マンホールの施錠

電磁継手方式の圧力スイッチ・フローリレーの作動状況 施設扉の施錠・フェンスの破損・立入禁止等の表示類の状態

インバータ方式の冷却ファンの音・振動等・エアフィルターの状態 窓・扉・照明機器等の異常,工具・予備品の整理

《特記事項》

 

終業点検 ： スイッチの位置 ﾚ ・ マンホール ﾚ ・ 警報 ﾚ ・ ガスの元栓◇ ・ 火の元◇ ・ 水道の元栓 ﾚ ・ 電灯の消灯 ﾚ ・ 施設扉の施錠 ﾚ

①不必要個所は、斜線を引くこと。 ②不良の場合は、特記事項に記入すること。 ③濁り・色・味・臭気については異常の有無を記入し、異常のときは、特記事項に記入すること。

④団地名は、別表１の団地名・施設名を記入すること。

給　水　施　設　管　理　日　報 別表６

 

(×1)

 

 

担                   当

動    力   (  kWh  )

上    水 工    水 中    水

給水方式：

 

 

天候：

Ｖ

電    灯
( kWh )

上    水 工    水

給水種別：  

室温：  

 

(×1)

Ａ

 

 

 

№

 

 

エンジン
オ イ ル

 

 

階

 

№2

階

階

低圧受電盤

種目

項目

今 回 指 針

前 回 指 針

差 ( × 倍 率 )

一 日 当 り

 

 

 

 

工
水
設
定
圧

(×1)

端 子 電 圧

使 用 量

  直 送 制 御 盤 (超 高 層）

エ  ン  ジ  ン

起 動 状 況
良 否 確 認

  直 送 制 御 盤 (低     層）

  直 送 制 御 盤 (高     層）

 

給
水
階
数

 

 

 

上
水
流
量

№

№

蓋・配管・弁等の緩み､水漏れ

 

 

 

工
水
流
量

№上
水
設
定
圧

№

№

№

№

№

機  器  №

圧力タンク給水方式

ウオータエース  

電  流    Ａ 圧 力 ㎏/㎝２

容器本体の発錆・腐食等の有無 封入気体の状況､空気溜りの状況

上 水 ポ ン プ №1

回転数 ｒｐｍ機     器     名

  №1

 

№1

3時間負荷運転可能燃料
直 流 電 源

冷 却 系 統

 

 

湧 水 ポ ン プ

   

  

 

 

 

m３/h

m３/h

m３/h

 

 

周波数 Hz

№

№

回転数 ｒｐｍ機     器     名

排 水 ポ ン プ

〃

〃〃 №2

 

 

 

№2  

ガソリン ・  軽油 （ 有 ・ 無 ）

記  録  計
送  水  量

( m
3 
）

充 電 電 圧

 

 

(×1)

量  水  器  (  m3  )

機  器  №周波数 Hz

m３/h

m３/h

m３/h

 

№

電  流    Ａ 圧 力 ㎏/㎝２

流入量(m3/min)

上    水 工    水

充 電 電 流

Ａ

場 内 水 道
使   用   量

(m
3
）

 

 

バッテリー
液       量

圧力スイッチの設定及び始動頻度

 

均 等 充 電

 

中    水

ＶＶ



 

給水施設管理月報 分

   戸

あり なし あり なし

1

2

3

4

5

6 〔数　　量〕 ※各水槽の基数を記載ください

7 ：　　　槽　　基

8 ：　　　槽　　基 （中間階に設置される受水槽）

9 ：　　　槽　　基

10 ：　　　槽　　基

11 〔記    事〕

12

13

14

15

16

17

18

19

20 　水槽外部：異常なし

21 　水槽内部：コンクリートにひび割れ有。

22

23 日

24

25

26

27

28

29

30

31

①　団地名は、別表１の団地名・施設名を記入すること。

②　〔数　量〕は、該当施設の各水槽の基数を記入すること。

■水道法第22条の２に基づく点検結果

点検実施日：○年○月○日

月

給水使用量  (m3)

測    定    場    所

月 日 月 日

〇 〇 株 式 会 社

滅菌薬液
使 用 量

（㍑）

さ く 井  ・  都 市 水

濁    り

給水戸数：

色

場内水道
使 用 量

（m３）

平        均        値

合                     計

上水動力 工水動力

団地名

気温
(℃)

天候

 
日
 

付

気  象曜
 

日 電    灯

電 気 使 用 量  (kWh)

工    水上    水

施設名  

水質検査実施日

～

月 日

差　(  絶   対   値  )

平均値算出日数

前年同月の平均値 燃料消費量

Ｈ

負・無負荷運転

日間

適合   ・   不適合  （                                ）

エ

ン

ジ

ン

運

転

記

録

日 時 ： 分 試・非常運転

㍑本  月  補  充  量

Ｈ

㍑

エ  ン  ジ  ン  燃  料

Ｈ

Ｈ

運転時間

㍑

㍑

㍑

Ｈ

㍑

施 錠  

別表７

管　　　理       技        術       者 施       設        担        当       者

残留塩素
(㎎/l )

ｐＨ

槽 付 近 の 清 掃 槽 付 近 の 清 掃

高 置 水 槽

故
障
・
異
常
等
を
生
じ
た
機
器

機  器  名 原          因

㍑

滅    菌    液    量

処   置   内   容

槽 内 の 錆 ・ 沈 砂  

亀 裂 ( 水 漏 れ )

高 架 水 槽

中 間 受 水 槽

受 水 槽

防 虫 網 取 付

 

施 錠

防 虫 網 取 付  

点検実施者：主任技術者〇〇　〇〇

点検結果：

 

受    水    槽    点    検

亀 裂 ( 水 漏 れ )  

高    置    水    槽    点    検
水                    質                    測                   定

給     水     人     口                   ／              人

汚 水 ・ 異 物 の 混 入

槽 内 の 錆 ・ 沈 砂

 汚 水 ・ 異 物 の 混 入



別表８

報告者： 出動者：

通報年月 通報時刻

出動時刻 終了時刻
合計作
業時間

備考

給水等施設事故処理報告書 

今後の対策

対策結果

原因

処置

出動者報告事項

事故状況

緊急事故通報者

通報内容

現場警報盤の表示

断水 停電

営業所名称

施設名

受付者：

応援者：

給水　　　汚水　　自家用電気工作物他



別表９ 
令和 年  月  日 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 様 

不具合箇所報告書 

○○株式会社 
修 繕 要 望 書 

番

号 
施設名称 

写

真
番
号 

図

面
番
号 

不具合指摘事項 

（指摘年月日） 
改善策・修繕策 

（提案年月日） 
見積額 

(提出年月日) 
緊急度 

発注者指示事項 

（対応状況） 

補修 

完了日 

(予定日) 

備考及び 

注意事項 

1       ・処置完了 

・先行手配 

・改善案検討中 

・見積作成中 

・指示待ち 

年  月  日 

・修繕依頼 

・様子見 

・その他（       ） 

  

2       ・処置完了 

・先行手配 

・改善案検討中 

・見積作成中 

・指示待ち 

年  月  日 

・修繕依頼 

・様子見 

・その他（       ） 

  

3       ・処置完了 

・先行手配 

・改善案検討中 

・見積作成中 

・指示待ち 

年  月  日 

・修繕依頼 

・様子見 

・その他（       ） 

  

4       ・処置完了 

・先行手配 

・改善案検討中 

・見積作成中 

・指示待ち 

年  月  日 

・修繕依頼 

・様子見 

・その他（次回清掃時に補修） 

  

 



貯水槽清掃業務特記仕様書 

 

１ 業務の対象 

本業務の対象は、発注者のＵＲ職員宿舎（以下「職員宿舎」という。）内に設置され

た給水施設のうち、給水施設維持管理業務特記仕様書別表１「給水施設一覧表」に掲

げる給水施設等の受水槽、高置水槽及び高架水槽の貯水槽施設とする。 

 

２ 適用法令等 

本業務は、この仕様書に定めるもののほか、水道法（昭和 32 年法律第 177 号、以下

「水道法」という。）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、労働安全衛生

規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）、その他関係法令、地方公共団体が定める条例及び

独立行政法人都市再生機構電気工作物保安規程（平成 16 年 7 月 1 日規程第 46 号）及

び独立行政法人都市再生機構電気工作物保安業務実施細則（平成 16 年７月１日達第

22 号）（以下「保安規程」という。）により実施するものとする。 

 

３ 業務の内容 

受注者は、別表「給水施設一覧表」に掲げる貯水槽施設について、居住者等への水

の供給にあたり、水質の維持のため、次に掲げる業務を仕様書の定めるところにより

年１回以上実施するものとする。 

(1) 清掃業務 

清掃箇所は、貯水槽内部の全壁、床及び天井面と水槽内の配管・弁類を対象とす

る。 

(2) 点検作業 

洗浄及び排水完了後、貯水槽、揚水ポンプ、弁類、配電盤内水位制御装置、貯水槽

周辺のオーバーブロー管、マンホール等の点検を行うこと。この場合、亀裂、損傷等

異常を認めた場合は、直ちに報告し、その指示に従うこと。 

(3) 水質検査 

清掃業務完了後、貯水槽内に受水し、錆等の流入がないこと及び水質に異常が 

ないことを確認すること。この場合、水質の異常の有無は臭気、味、濁度・色度及

び遊離残留塩素について確認を行うこととし、遊離残留塩素は 0.2mg/ L 以上とす

る。また、給水開始後、貯水槽内から採取した水について水質検査を行い、検査結果

書を提出すること。 

なお、検査項目は水道法第４条第 1 項に定める項目とし、検査機関は、公立の保

健所又は厚生労働大臣認定の試験機関及び水道法第 20 条に規定する認定機関に

より水質検査を行い、その結果を報告すること。 

 

４ 業務の実施等 

(1) 実施計画書等 

受注者は、業務の実施に先立ち、あらかじめ次の内容について協議及び調整を

行い、清掃作業従事者全員の健康診断検査書と作業責任者及び従事者の名簿（任

意様式）、緊急事故連絡先一覧（任意様式）を提出し、その承諾を受けるものと



する。 

① 清掃作業手順に関すること。 

② 施設の施錠管理と危険防止のために危険箇所の明示に関すること。 

③ 居住者等への広報に関すること。 

④ 関係機関等への連絡に関すること。 

⑤ 衛生管理や定期の健康診断に関すること。 

(2) 業務の実施 

受注者は、貯水槽の清掃に当っては、原則断水を起こさない方法により清掃業

務を実施するものする。なお、貯水槽の構造等により断水が回避できない施設に

ついては、通水後の事故等を防止するための体制を整え清掃業務を実施するこ

と。 

(3) 業務の実施時間等 

受注者は、原則として発注者の就業時間内に業務を実施するものとし、月曜日

～土曜日において行うものとする。但し、緊急事故対応、応急処置等を施す業務

の実務時間については、この限りではない。なお、緊急事故対応は緊急通報を受

けた時点より速やかに現地へ到着するものとする。 

(4) 官公庁等への協議、届出等 

受注者は、業務の実施に当たり、関係機関及び担当職員へ遅滞なく必要な協

議、報告等を行うものとする。 

(5) 遵守義務 

業務に従事する者は、担当職員が貯水槽の清掃のためにする指示に従わなけれ

ばならない。 

 

５ 業務担当者の資格等 

(1) 作業責任者 

清掃作業は、必ず厚生労働大臣が指定した機関が実施する「貯水槽清掃作業監督 

者」資格を有する作業責任者を配置するものとする。 

(2) 作業従事者 

     作業責任者の指示に従って作業が実施できる作業従事者を配置する。 

 

６ 安全対策 

受注者は、業務の実施に当たり、業務に従事する者以外の立入りを防ぐ措置及び危

険箇所の危険表示等について、担当職員の指示により防護処置を行うものとする。 

 

７ 応急措置等 

受注者は、業務の実施に当たり緊急事故が発生した場合は、ただちに作業を中止

し、応急措置を講じるとともに、管理技術者は担当職員に報告するものとする。 

 

８ 消毒作業 

① 機器等 

清掃作業に使用する器具、用具、作業衣等は、貯水槽清掃専用のものを使用し、貯



水槽内に搬入する前に消毒を行うこと。 

   ② 貯水槽内 

貯水槽内の消毒は 2 回以上行うこととし、清掃完了後は消毒に用いた塩素剤等を完

全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。 

 

９ 業務の報告 

管理技術者は、清掃作業実施前及び実施後に次の書類を提出し、担当職員の確認を

受けること。 

(1) 清掃作業実施前 

      ① 清掃作業従事者全員の健康診断（検便結果）検査成績書    １部 

      ② 作業責任者及び従事者（任意書式）              １部 

(2) 清掃作業実施後 

      ① 貯水槽清掃作業報告書（写真添付）             １部 

      ② 水質検査成績書                      １部 

(3) 写真撮影について 

     写真は、作業日を入れ、作業内容が明確に確認できるよう撮影することとし、

詳細は、別紙「貯水槽清掃作業写真撮影要領」に基づいて実施すること。 

 

10 居住者への周知等 

受注者は、断水等を伴う場合には、事前に居住者へ周知を行うこと。なお、断水時

間の延長など給水の再開に変更が生じる場合には、速やかに居住者へ周知を行うとと

もに担当職員へ報告すること。 

 

11 共通事項 

(1) 施設に立入る場合は必ず手指をアルコール等で消毒すること。 

(2) 受注者は、施設に立入る者に対して、水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条

に規定する健康診断（検便）をおおむね６ヶ月ごとに１回行い、適合の証明書を

担当職員へ提出すること。 

(3) 貯水槽の清掃作業において断水を伴う施設の場合は、清掃作業完了後、1 時間は現

場に待機し事故等の発生に備えること。断水時間延長、赤水による濁水等の事故が

発生した場合は、速やかに水道技術管理者に連絡し、その指示に従うこと。 

(4) 作業現場では、機器、用具等の整理を行い、事故等の予防対策について万全を期

するとともに近隣の建造物その他第三者に危害損傷を与えないよう必要に応じ、適

切な措置を講ずること。 

(5) 水質に異常の疑いがある時は、担当職員の指示を受け採水、検査を行うこと。 

 

12 その他 

受注者は、仕様書に疑義が生じた事項については、担当職員と協議するものとす

る。 

  以 上 



別紙 

貯水槽清掃作業写真撮影要領 

 

1 貯水槽清掃作業写真の撮影基準 

(1)   写真は、作業日を必ず記載し、作業内容が明確に確認できるように撮影する。

なお、寸法の確認が必要なときは、添尺等を用いて撮影を行う。 

(2)   撮影箇所 

・施設全面遠景 

・清掃機材、消毒機材 

・清掃車輌写真（安全対策を施したもの） 

・酸素濃度測定状況 

・貯水槽内清掃前（壁面等 1ヶ所、床面 1ヶ所）№1槽、№2槽と複数槽の場 

  合も１基毎撮影 

・貯水槽内清掃中（壁面等 1ヶ所、床面 1ヶ所）№1槽、№2槽と複数槽の場 

合も１基毎撮影 

・貯水槽内清掃後（壁面等 1ヶ所、床面 1ヶ所）№1槽、№2槽と複数槽の場 

合も１基毎撮影 

・消毒状況（1回目・2回目とも） 

・フート弁、仕切弁、ボールタップは清掃前、清掃中、清掃後を撮影する。 

・発錆、不具合箇所 

（注）貯水槽内撮影の清掃前・清掃中・清掃後を、同じ場所から同じ部分を

撮影すること。 

 

2 貯水槽清掃作業写真の種類 

電子媒体（デジタルカメラ）又はフィルム媒体とする。ただし、事故災害等、緊急

を要する場合は、スマートフォン等のカメラを使用も可能とする。 

 

3 電子媒体の使用に関する規定は次による 

(1)   電子媒体（デジタルカメラ・スマートフォン等のカメラ機能）による写真に

ついては、必要な文字、数値等の内容が判読できる機能、精度を確保できる撮

影機材を用いるものとする。 

(2)   記録する作業写真の属性情報は、提出時における有効画素数を 200 万画素以

上とし、プリンターはフルカラー300dpi以上、インク・用紙等は顕著な劣化が

生じないものとする。ただし、これ以外の電子媒体の場合については、担当職

員の承諾を得るものとする。 

 

4 貯水槽清掃作業写真の整理方法 

作業写真は、フィルムの場合は L版でプリントとし、工事写真帳（A4版アルバム）

に写真内容がわかるようにコメントを付けて整理する。電子データの場合は、A4判用

紙にプリント（A4判用紙１枚に片面３カット程度とする。）する。 

 


